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第４期酒田市地域福祉活動計画の策定について（概要） 

 

１ 地域福祉活動計画とは 

「酒田市地域福祉活動計画」は、市社協が進める地域福祉活動の行動指針であり、５年間の地域福祉活動

について計画するものです。毎年度、市社協事業計画にこれを反映させ、活動を展開しています。 

 

２ 第４期酒田市地域福祉計画との関わり 

市及び市社協で地域福祉の理念や目標を共有し、地域福祉の推進を図るため、一体的に策定し、地域福祉

の課題に対応する行政と市社協の役割を整理、確認しつつ、同じ方向性のもと、協力して計画を推進しま

す。 

 

３ 策定にあたっての基本的考え方 

 

1. 地域福祉の推進は、地域住民が「主役」となって進めていく理念を大事にする 

2. 一方で、地域住民「のみ」に任せるのではなく、「社会福祉を目的とする事業を経営する者」（市社協

を含む社会福祉法人や福祉事業者など）「社会福祉に関する活動を行う者」（自治会長、民生委員・

児童委員、福祉協力員など）との連携・協力をさらに推進していく 

3. そのために市社協が社会福祉法に定める「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」としての

中心的な役割を引き続き果たしていく 

 

ことを基本的な考え方とし、前計画に引き続き「地域の課題を、地域と共に解決する」という視点に基づき、

方策や事業を提案します。 

 

４ 第４期酒田市地域福祉活動計画の計画期間 

第４期活動計画の計画期間は、令和４（２０２２）年度から令和８（２０２６）年度までの５年間とします。計画

期間の中間年である令和６（２０２４）年度に中間評価を行います。 

 

５ 計画の体系 

第４期活動計画では、第３期活動計画までの「市社協（自身）が計画期間中に何を行うか」に加え、「社会福

祉を目的とする事業を経営する者」「社会福祉に関する活動を行う者」が連携・協力して何を行うか、地域

福祉の主役であり、地域福祉推進のパートナーである「地域住民」にどのように働きかけていくかについ

て、市社協として提案、呼びかけを行います。市社協はその「実践者」「支援者」として、連携や協働が地域

に広く「つながる」ために具体的に何を行うかを【市社協「つなげる」アクション】として計画します。 

 

６ 現在の策定状況 

３月７日まで、事務局の案についてパブリックコメント（意見公募）と懇話会委員への意見聴取（文書）を実

施しています。これら意見を反映して、３月末、懇話会を経て計画完成の予定です。 

令和４年３月 

酒田市社会福祉協議会 地域福祉課 
資料 ２ 
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７ 第４期酒田市地域福祉活動計画（案）の概要（ 愛称：市社協「つなげる」アクションプラン ） 

 

 市「酒田市地域福祉計画」と共有            

基本目標 基本理念 推進施策 市社協からの提案・呼びかけ 
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地域の困りごとをみんなで考

え、その困りごとを解決でき
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人と人との「つながり」を大
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＊詳細は、別添「第４期酒田市地域福祉活動計画（案）」本文を参照ください。 

市社協「つなげる」アクション（目標の実現に向けた取組み） 

学区・地区社協の活動を充実・強化します 

新・草の根事業を見直します 

地域での課題解決に向けた話し合いの場づくりに協力します 

新・草の根事業要綱の改正や財政支援

の見直し、課題解決に向けた住民主体

の取組による地域づくりへの協力等 

ボランティア活動・公益活動を促進します 

赤い羽根共同募金運動を促進します 

ボラポートさかたによる活動に関する

相談、情報提供、活動団体の育成、コー

ディネート、赤い羽根助成基準の策定等 

見守りネットワーク支援事業による見守り活動を見直します 

市内の災害時、復旧支援に向けた体制を強化します 

他地域の災害時、復旧・復興支援に協力します 

見守り対象の選定や個人情報の取扱い

などのあり方の見直し、災害ボランティ

アセンターの設置の市との協定締結等 

社協内の相談支援部門間、市内外の支援関係機関との連携を

強化します 

地域での子どもの居場所づくりに協力します 

市社協相談部門の定期会議などによる

連携強化、共同募金助成による子ども

食堂や子育て応援団などへの支援等 

生活困難を課題とする方の支援を充実・強化します 

歳末たすけあいの募金方法、助成支援を見直します 

障がい者の社会参加に協力します 

生活自立支援センターによる相談支援、

歳末募金額・激励金額の統一、障がい者

就労支援事業所の販売機会の創出等 

罪を犯した方等の立ち直りに協力します 

罪を犯した方等の社会復帰に向けた相

談支援、保護司など更生保護関係団体

の支援活動とその普及啓発への協力等 

権利を護るための制度や事業を普及し、支援を充実します 

福祉サービス利用援助事業や法人後見

事業の体制の強化や事業体制の充実、

死後の手続き支援事業の検討等 

学校や地域での福祉教育を推進します 

地域と社会福祉法人などとの連携を推進します 

当事者との関わりから学ぶ福祉教育プ

ログラムの開発、市内の社会福祉法人

との連携・協働による取組みの拡充等 

地域福祉活動の担い手を育成・発掘します 

福祉活動の意識向上、福祉人材の育成に協力します 

様々な場面や役割、立場で見守り活動

に協力いただける福祉協力員の募集、

福祉実習生の積極的な受入等 

地域の居場所づくり、つながりの場づくりに協力します 

コロナ禍でも安心して行うことのできる

事例提供や情報提供、地域交流サロン

事業の見直し等 
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８ 策定経過と今後のスケジュール 

年度 月 策定経過（予定を含む） 
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年
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和
３
年
度 

４月  

５月  

６月   

７月 

 

９月  

１０月 

 

１１月  

１２月  

２月 
  

３月 

 

 

９ 計画完成後の周知（令和４年度より） 

地域福祉活動計画は、地域住民、関係機関・団体の理解を得て推進する必要があることから、学区・地区社

会福祉協議会の合同研修事業のほか、地域団体や福祉関係団体の会議や会合などの機会を通じて、計画

内容を説明し、広く周知します。 

「地域福祉にかかるアンケート調査」の実施 
アンケート調査配布・回収・とりまとめ 

 

３６学区・地区社協「意見聴取会」実施 
 アンケート調査結果の報告、意見聴取 

事務局案のパブリックコメント（意見公募）実施 

事務局案の懇話会委員への意見聴取（書面にて）   ～３月７日まで 

第１回 酒田市地域福祉計画 懇話会 

 関係団体代表、学識経験者などの委員からの意見聴取 

 ▶社協活動計画も懇話会内で意見聴取 

 
関係団体意見交換会 

 ７月 成年後見制度関係団体 
 ９月 再犯防止（更生保護）関係団体 
＊成年後見利用促進、再犯防止の計画と同一策定のため 

 
第２回 酒田市地域福祉計画 懇話会 
 関係団体代表、学識経験者などの委員からの意見聴取 

 ▶社協活動計画、体系（案）を示す 

 

部会、理事会、評議員会での体系（案）などの報告 

第３回 酒田市地域福祉計画 懇話会 
 関係団体代表、学識経験者などの委員からの意見聴取（最終） 

 ▶社協活動計画、意見聴取結果等を反映した最終案を示す 

 

理事会、評議員会での計画の了承（決議） 

 

第４期酒田市地域福祉活動計画 完成 ＊期間；令和４年度～令和８年度 


